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「地域生活支援事業の実施について」 新旧対照表 
（下線部が改正部分） 

改正 現行 

別紙１  

 

地域生活支援事業実施要綱 

１～６（同右） 

 

 

（別記１） 

理解促進研修・啓発事業 

１～５（同右） 

 

 

（別記２） 

自発的活動支援事業 

１～５ （同右） 

 

 

（別記３） 

相談支援事業 

１～２ （同右） 

 

 

【別添１】         障害者相談支援事業 

１～５ （同右） 

 

 

【別添２】        基幹相談支援センター 

１～７ （同右） 

 

 

（別記４） 

成年後見制度利用支援事業 

１～３ （同右） 

 

 

（別記５）  

別紙１  

 

地域生活支援事業実施要綱 

１～６（略） 

 

 

（別記１） 

理解促進研修・啓発事業 

１～５（略） 

 

 

（別記２） 

自発的活動支援事業 

１～５ （略） 

 

 

（別記３） 

相談支援事業 

１～２ （略） 

 

 

【別添１】         障害者相談支援事業 

１～５ （略） 

 

 

【別添２】        基幹相談支援センター 

１～７ （略） 

 

 

（別記４） 

成年後見制度利用支援事業 

１～３ （略） 

 

 

（別記５）  
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改正 現行 

成年後見制度法人後見支援事業 

１～３ （同右） 

 

 

（別記６） 

意思疎通支援事業 

１～４ （同右） 

 

 

（別記７） 

日常生活用具給付等事業 

１～４ （同右） 

 

 

（別記８） 

手話奉仕員養成研修事業 

１～４ （同右） 

 

 

（別記９） 

移動支援事業 

１～３ （同右） 

 

 

（別記 10） 

地域活動支援センター機能強化事業 

１～３ （同右） 

 

 

（別記 11） 

任意事業 

必須事業のほか、市町村の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。 

 
（注） 交付税を財源として行われる「障害支援区分認定等事務」、「自動車運転免許取

得・改造助成」及び「更生訓練費給付」については、別添３のとおりである。 

 

成年後見制度法人後見支援事業 

１～３ （略） 

 

 

（別記６） 

意思疎通支援事業 

１～４ （略） 

 

 

（別記７） 

日常生活用具給付等事業 

１～４ （略） 

 

 

（別記８） 

手話奉仕員養成研修事業 

１～４ （略） 

 

 

（別記９） 

移動支援事業 

１～３ （略） 

 

 

（別記 10） 

地域活動支援センター機能強化事業 

１～３ （略） 

 

 

（別記 11） 

任意事業 

必須事業のほか、市町村の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。 

 
（注） 交付税を財源として行われる「障害支援区分認定等事務」、「自動車運転免許取

得・改造助成」及び「更生訓練費給付」については、別添３のとおりである。 
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改正 現行 

○ 事業内容の例 

【日常生活支援】 

（１）～（５） （同右） 

 

（６）巡回支援専門員整備 

  ア 目的 

    保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回

等支援を実施し、障害が“気になる”段階から支援を行うための体制の整

備を図り、保育所等訪問支援等との連携により、発達障害児等の福祉の向

上を図ることを目的とする。 

  イ 事業内容等 

  （ア）事業内容 

発達障害等に関する知識を有する専門員（以下「専門員」という。）が、

保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親が集まる施設・場への巡

回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対

し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。 

  （イ） （同右） 

 

（７） （同右） 

 

（８）協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援 

ア （同右） 

  イ 事業内容 

    上記事例の例として以下のとおり。 

  （ア） （同右） 

  （イ） （同右） 

  （ウ） 児童発達支援センターや保育所や放課後児童クラブ等関係機関が連

携し、障害児の特性や家族の情報を早期に把握し、一般施策も含めた

支援に繋げるための仕組みの構築 

  （エ） （同右） 

 

（９）重症心身障害児者等コーディネーター養成研修等 

  ア （同右） 

 

 

 

 

○ 事業内容の例 

【日常生活支援】 

（１）～（５） （略） 

 

（６）巡回支援専門員整備 

  ア 目的 

    保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回等支援を実施し、障

害が“気になる”段階から支援を行うための体制の整備を図り、保育所等

訪問支援等との連携により、発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的

とする。 

  イ 事業内容等 

  （ア）事業内容 

発達障害等に関する知識を有する専門員（以下「専門員」という。）が、

保育所等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回等支援を実施し、

施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対し、障害の早期発

見・早期対応のための助言等の支援を行う。 

  （イ） （略） 

 

（７） （略） 

 

（８）協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援 

  ア （略） 

  イ 事業内容 

    上記事例の例として以下のとおり。 

  （ア） （略） 

  （イ） （略） 

  （ウ） 児童発達支援センターや保育所等関係機関が連携し、障害児の特性

や家族の情報を早期に把握し、一般施策も含めた支援に繋げるための

仕組みの構築 

  （エ） （略） 

 

（９）重症心身障害児者等コーディネーター養成研修等 

  ア （略） 
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改正 現行 

イ 事業内容等 

 （ア） （同右） 

 （イ） 事業内容 

   ａ 重症心身障害児者等を支援する人材の養成 

地域の障害児通所支援事業所や保育所や放課後児童クラブ等に

おいて重症心身障害児者等への支援に従事できる者を養成するた

めの研修や、重症心身障害児者等の支援を総合調整する者（コーデ

ィネーター）を養成するための研修を実施する。 

      ｂ （同右） 

 

（１０） （同右） 

 

【社会参加支援】 

（１）～（６） （同右） 

 

【権利擁護支援】 

（１）～（３） （同右） 

 

【就業・就労支援】 

（１）～（３） （同右） 

 

【別添３】 （同右） 

 

（別記 12） 

専門性の高い相談支援事業 

１～２ （同右） 

 

【別添４】  

１ 障害児等療育支援事業 

（１）～（２） （同右） 

 

（３）事業の具体的内容 

 ア （同右） 

 イ （同右） 

 ウ 障害児の通う保育所や放課後児童クラブや障害児通園事業等の職員の療

育技術の指導 

 エ （同右） 

イ 事業内容等 

 （ア） （略） 

 （イ） 事業内容 

   ａ 重症心身障害児者等を支援する人材の養成 

地域の障害児通所支援事業所や保育所等において重症心身障害

児者等への支援に従事できる者を養成するための研修や、重症心身

障害児者等の支援を総合調整する者（コーディネーター）を養成す

るための研修を実施する。 

      ｂ （略） 

 

（１０） （略） 

 

【社会参加支援】 

（１）～（６） （略） 

 

【権利擁護支援】 

（１）～（３） （略） 

 

【就業・就労支援】 

（１）～（３） （略） 

 

【別添３】 （略） 

 

（別記 12） 

専門性の高い相談支援事業 

１～２ （略） 

 

【別添４】 

１ 障害児等療育支援事業 

（１）～（２） （略） 

 

（３）事業の具体的内容 

 ア （略） 

 イ （略） 

 ウ 障害児の通う保育所や障害児通園事業等の職員の療育技術の指導 

  

エ （略） 
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改正 現行 

 

２ （同右） 

 

 

（別記 13） 

専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 

１～３ （同右） 

 

 

（別記 14） 

専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

１～３ （同右） 

 

 

（別記 15） 

意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 

１～３ （同右） 

 

 

（別記 16） 

広域的な支援事業 

１～２ （同右） 

 

 

（別記 17） 

サービス・相談支援者、指導者育成事業 

１～３ （同右） 

 

 

（別記 18） 

任意事業 

 

必須事業のほか、都道府県の判断により、障害者等が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。 

 

○ 事業内容の例 

【日常生活支援】 

 

２ （略） 

 

 

（別記 13） 

専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 

１～３ （略） 

 

 

（別記 14） 

専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

１～３ （略） 

 

 

（別記 15） 

意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 

１～３ （略） 

 

 

（別記 16） 

広域的な支援事業 

１～２ （略） 

 

 

（別記 17） 

サービス・相談支援者、指導者育成事業 

１～３ （略） 

  

 

（別記 18） 

任意事業 

 

必須事業のほか、都道府県の判断により、障害者等が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。 

 

○ 事業内容の例 

【日常生活支援】 
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改正 現行 

（１）～（４） （同右） 

 

（５） 児童発達支援センター等の機能強化等 

  ア （同右） 

  イ 事業内容等 

  （ア） （同右） 

  （イ） 事業内容 

     ａ （同右） 

     ｂ 選択事業 

      （ａ） （同右） 

 

 

（ｂ） 障害が疑われる児童等をサービスに繋げるための事業 

       （事業例） 

・ （同右） 

・ （同右） 

・ 障害児通所支援の専門性を活かして行う母子保健事業や保

育所や放課後児童クラブ等の従事者を対象とした障害児支

援に関する研修等 

 

（６）～（８） （同右） 

 

【社会参加支援】 

（１）～（１７） （同右） 

 

【権利擁護支援】 

（１）～（３） （同右） 

 

【就業・就労支援】 

（１）～（５） （同右） 

 

【重度障害者に係る市町村特別支援】 

１～２ （同右） 

 

（別記 19） 

特別支援事業 

 

（１）～（４） （略） 

 

（５） 児童発達支援センター等の機能強化等 

  ア （略） 

  イ 事業内容等 

  （ア） （略） 

  （イ） 事業内容 

     ａ （略） 

     ｂ 選択事業 

      （ａ） （略） 

 

 

      （ｂ） 障害が疑われる児童等をサービスに繋げるための事業 

       （事業例） 

・ （略） 

・ （略） 

・ 障害児通所支援の専門性を活かして行う母子保健事業や保

育所等の従事者を対象とした障害児支援に関する研修等 

 

 

（６）～（８） （略） 

 

【社会参加支援】 

（１）～（１７） （略） 

 

【権利擁護支援】 

（１）～（３） （略） 

 

【就業・就労支援】 

（１）～（５） （略） 

 

【重度障害者に係る市町村特別支援】 

１～２ （略） 

 

（別記 19） 

特別支援事業 
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改正 現行 

１～２ （同右） 

 

 

別紙２ 

廃止通知一覧 

 

１～19 （同右） 

 

１～２ （略） 

 

 

別紙２ 

廃止通知一覧 

 

１～19 （略） 

 

 

 


